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〔提案理由〕 

後期高齢者医療の事務を行うにあたり、新たな基幹システムに対応した様式にするた

め、必要な委任規定を条例に加えることに伴い、本条例に必要な改正をするために提案

する。 
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二宮町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 

二宮町後期高齢者医療に関する条例（平成20年二宮町条例第１号）の一部を次のように

改正する。 

本則に次の１条を加える。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、平成31年４月１日から施行する。 



1 

（議案第２９号）二宮町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照表  

改正後 改正前 

（委任） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

＿＿＿＿ 

 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 


